
平成

一

年 月 日 火曜日

山
森

安
林

一

山 口 県

通過急
○
公林

（定期）報

○
告保漁通通 毎

第 号

下
関
市
豊
田
町
大
字
一
ノ
俣
字
森

、
豊
田
町
大
字
杢
路
子
字
森
の
上

口
県
告
示
第
六
十
七
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関

告業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

告 目

次

示安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）
…

船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
の
消
滅

行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度

週
火
・
金
曜
日
発
行

木
三
五
六
の
二
、
字
殿
居
越
三

六
五
二
、
字
真
名
の
上
六
五
八

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

あ
る
。

山
口
県
知

四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
の
指
定

定
に
基
づ
く
市
町
道
の
改
築
に
関
す
る

す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）
…

（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

示

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
に
関
す
る
告
示

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

が
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
の
指
定

八
〇
、
字
く
さ
り
畑
三
八
六
の

、
一
七
〇
八

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

（
道
路
整
備
課
）
…
…
…
…
…
二

工
事
の
完
了

（
道
路
整
備
課
）
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

に
係
る
指
定
漁
船
を
普

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

（
道
路
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
経
済
部
林
業
振
興
課
に
備
え

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

山
口
市
阿
東
蔵
目
喜
字
大

作
西
ケ
輪
一
七
三
九
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

長
門
市
日
置
中
字
大
取
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

場
所

字
台
九
四
〇
、
九
四
一
の
一
、
九

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

場
所

谷
浴
一
〇
三
九
の
一
、
字
平
イ
台

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

供
す
る
。
）

六
八
の
一
、
字
二
ノ
足
河
内
一
八

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

一

四
三
、
九
五
二
の
一
（
次
の
図
に

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山

一
九
九
二
の
一
、
阿
東
生
雲
中
字

口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

と
す
る
。

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関

九
九
の
一

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

示 口 開準 係 市

告

示



平

漁

成 年 月 日 火曜日

農
林

山

山 口

一
二三

（定期）県 報

産
部

一

第 号

す
二三

船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦

口
県
告
示
第
六
十
八
号

萩
市
大
字
吉
部
下
字
池
の
奥
四

、
一
八
八
、
字
池
の
峠
二
〇
一
、

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

部
分
に
限
る
。
）
、
字
成
畑
二
四

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

覧
に
供
す
る
。
）

六
、
一
六
五
四
、
字
長
尾
山
六
九

二
〇
三
か
ら
二
〇
五
ま
で
、
字

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い

六
九

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市

三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

、
字
平
床
七
二
、
一
八
七
の

笠
松
一
六
五
三

林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

徳
山
新
南
陽

線

同
市
古
泉
一
丁
目
一

山
口
県
告
示
第
七
十
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十

一
般
国
道

二
六
二
号

萩
市
大
字
土
原
字
土

同
市
大
字
椿
字
立
川

県

道

岩
国
大
竹
線

岩
国
市
柱
野
字
と
り

同
市
御
庄
字
久
津
神

岩
国
市
藤
生
町
三
丁

同
市

同
町
一
一
八

県

道

藤
生
停
車
場

錦
帯
橋
線

岩
国
市
海
土
路
町
一

同
市
御
庄
字
久
津
神

県

道

周
南
市
入
船
町
一
地

山
口
県
告
示
第
六
十
九
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六

り
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十

路
線
名

区

定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ

に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
八
年

べ
き
義
務
は
、
平
成
二
十
二
年

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十

由
宇
加
入
区

山
口

〇
九
八
の
二
二
地
先
ま
で

年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

三
日 原

一
七
九
の
一
地
先
か
ら

二
四
〇
九
の
八
地
先
ま
で

こ
え
一
八
の
一
地
先
か
ら

一
〇
九
の
一
地
先
ま
で

目
一
〇
九
の
一
地
先
か
ら

の
三
六
地
先
ま
で

丁
目
九
八
三
の
二
地
先
か
ら

一
〇
九
の
一
地
先
ま
で

先
か
ら

年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三

の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ

三
日

山
口

い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百

山
口
県
告
示
第
七
十
号
）
に
係
る

二
月
九
日
限
り
消
滅
し
た
。

三
日

山
口

県
知
事

二

井

関

成

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り

道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月

一
日

条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

県
知
事

二

井

関

成

間

指
定
の
期
日

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同

指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付

県
知
事

二

井

関

成

二

、 よ。 意す



平成

号

年 月 日 火曜日

急
一
部砂

二

山 口 県

市宇山

（定期）報

山
過

る
市

第 号

路県岩県藤錦

と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

山
町
二
丁
目

の

地
区
に
関
す

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

名

路

線

名

工

部
市

市

道

産
業
道
路
線

宇
部
市
大
字

同
市

同
大

ま
で

口
県
告
示
第
七
十
二
号

口
県
告
示
第
七
十
一
号

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

町
道
の
改
築
に
関
す
る
工
事
を
次

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

線
名

区

道

国
大
竹
線

岩
国
市
柱
野
字
と
り
こ
え

同
市
御
庄
字
久
津
神
一
〇

岩
国
市
藤
生
町
三
丁
目
一

同
市

同
町
一
一
八
の
三

道

生
停
車
場

帯
橋
線

岩
国
市
海
土
路
町
一
丁
目

同
市
御
庄
字
久
津
神
一
〇

た
区
域

関
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
山

山
口
県
知

る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次

る
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で

事

完

了

区

間

船
木
字
指
月
三
九
五
の
二
地
先
か
ら

字
字
柿
ノ
木
田
一
〇
〇
五
の
一
地
先

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）

の
と
お
り
完
了
す
る
。山

口
県
知 間

一
八
の
一
地
先
か
ら

九
の
一
地
先
ま
で

〇
九
の
一
地
先
か
ら

六
地
先
ま
で

九
八
三
の
二
地
先
か
ら

九
の
一
地
先
ま
で

口
県
告
示
第
三
百
十
二
号
）
の

事

二

井

関

成

の
よ
う
に
改
め
る
。

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

工
事
の

種

類

工

事

の

完

了

年

月

日

道
路
改
良

平
成
二
十
二
年
二

月
二
十
三
日

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

事

二

井

関

成

指
定
の
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月

一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十

場
所

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五

生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

林
業
種
苗
の
生
産
事
業
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時

〃

〃

公

（
四
七
）
林
業
種
苗
生
産
事
業

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

市

名

町

岩

国

市

砂

山

町

二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条

お
り
開
催
し
ま
す
。

三
日

山
口

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

一
二
四
四
の
三

告

者
講
習
会
の
開
催

一
二
九
八

一
二
九
七
の
一

一
二
九
七
の
二

一
三
一
六

一
三
一
七
の
二

一
二
九
五
の
一

一
二
八
一
の
二

一
二
五
五
の
二

一
二
四
七

名

地

番

丁

目

一
二
四
一
の
一

五
六
四

五
六
四

一
二
九
九

三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
種

県
知
事

二

井

関

成

十
四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号

十
二
号

十
三
号 標

柱

番

号

一
号

二
号

三
号

四
号

苗

公

告



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

六

（定期）県 報

四
号四由

五

第 号

三
十
二
年
二
月
二
十
三
日
印
刷

十
二
年
二
月
二
十
三
日
発
行

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
（
金

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の

九
三
三

三
四
八
五
）
又
は
最
寄

種

苗

の

生

産

技

術

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

）
第
二
条
に
規
定
す
る
生
産
事
業

百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入

し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

山
口
市
宮
野
上
一
七
六
八
番
地

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

種

苗

に

関

す

る

法

種

苗

の

産

地

及

び

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

曜
日
）

問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産

り
の
農
林
事
務
所
に
す
る
こ
と

、
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
（
昭
和

者
講
習
会
受
講
申
込
書
に
生
産

証
紙
を
は
っ
て
、
住
所
地
を
所

の
一

山
口
県
農
林
総
合
技
術

目

令系

統

県

庁
知
事

部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
八
三

。

二

四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五

事
業
者
講
習
手
数
料
一
万
五
千

管
す
る
農
林
事
務
所
の
長
を
経

セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部

時

間二二

四


